
12月定例会報告

高山市議会ぎかいだより 第14号 2

12
月
２
日　

本
会
議

　

報
第
12
号
損
害
賠
償
の

額
の
決
定
の
専
決
処
分
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
、
初
日

に
上
程
さ
れ
た
議
第
81
号

に
つ
い
て
は
総
合
計
画
に

関
す
る
特
別
委
員
会
に
、

議
第
82
号
、
議
第
83
号
、

議
第
１
２
６
号
、
議
第
１

２
７
号
に
つ
い
て
は
質
疑

の
後
、
各
常
任
委
員
会
に

付
託
さ
れ
、
議
第
84
号
か

ら
議
第
１
２
５
号
ま
で
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
関

す
る
議
案
に
つ
い
て
は
一

括
上
程
さ
れ
、
各
常
任
委

員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
第
１
２
８
号

に
つ
い
て
は
、
予
算
決
算

特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
。

議
案
に
対
す
る
主
な
質
疑

は
次
の
と
お
り

◎
高
山
市
立
保
育
園
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

【
問
】市
立
こ
ま
草
保
育
園

を
民
間
に
移
譲
す
る
理
由

は
。

【
答
】行
政
改
革
の
一
環
と

し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

民
間
活
力
を
導
入
す
る
こ

と
に
よ
り
、
子
育
て
支
援

を
充
実
す
る
こ
と
が
目
的

で
あ
る
。

【
問
】移
譲
す
る
こ
と
に
よ

る
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ

ト
は
。

【
答
】メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は

市
が
運
営
す
る
よ
り
も
意

思
決
定
が
速
い
こ
と
や
柔

軟
な
対
応
が
で
き
る
こ
と

が
あ
る
。
ま
た
、
特
段
の

デ
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
と
考

え
て
い
る
。

12
月
９
日
～
11
日

本
会
議

一
般
質
問
（
Ｐ
７
～
Ｐ
13

参
照
）

12
月
13
日
～
17
日

常
任
委
員
会

（
Ｐ
３
・
４
参
照
）

12
月
19
日

予
算
決
算
特
別
委
員
会

総
合
計
画
に
関
す
る
特
別

委
員
会　
（
Ｐ
４
参
照
）

12
月
20
日　

本
会
議

　

付
託
案
件
に
つ
い
て
は

全
議
案
が
各
委
員
長
報
告

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
議
員
提
案
の
発
議

２
件
（
Ｐ
６
参
照
）
に
つ

い
て
も
全
員
一
致
で
可
決

し
ま
し
た
。

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　

12
月
定
例
会
で
は
、
指

定
管
理
者
の
指
定
に
関
す

る
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
２
５
７
施
設
が
指

定
管
理
者
に
管
理
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
今

年
度
指
定
期
間
の
満
了
を

迎
え
る
１
６
５
施
設
の
う

ち
、
協
議
が
整
っ
た
１
４

９
施
設
と
新
た
に
指
定
管

理
者
に
指
定
し
よ
う
と
す

る
２
施
設
の
合
わ
せ
て
１

５
１
施
設
に
つ
い
て
上
程

さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
17
年
度
に
ス
タ
ー

ト
し
た
指
定
管
理
者
制
度

は
今
回
の
更
新
で
３
回
目

の
指
定
と
な
り
ま
す
。

　

各
常
任
委
員
会
に
お
け

る
審
査
の
経
過
に
つ
い
て

は
Ｐ
３
・
４
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

12　
月
定
例
会
の
結
果
を
報
告
し
ま
す

　

12
月
定
例
会
が
12
月
２
日
か
ら
12
月
20
日
ま
で
開
か

れ
、
提
出
さ
れ
た
高
山
市
総
合
計
画
条
例
な
ど
49
議
案

の
う
ち
、
報
告
案
件
（
１
件
）
を
除
く
48
議
案
を
審
査
。

議
員
提
出
の
２
議
案
も
併
せ
て
す
べ
て
原
案
の
と
お
り

可
決
し
ま
し
た
。（
議
案
に
つ
い
て
は
ｐ
５
・
６
参
照
）

こま草保育園

指定管理者制度とは
　地方自治体が所管する公の施設について、管理、運営
を民間企業や団体に、議会の議決を経て、委任すること
ができる制度です。公の施設の管理、運営に民間等のノ
ウハウを導入することで、 効率化を目指します。指定管
理者の指定は条例で定め、 使用許可を与えます。
　具体的には、地方自治体が公募し、民間企業等が企画
提案方式で施設の運営に名乗りを上げます。自治体は、
専門家による委員会等を設け、その企画提案を審査し、 
最適と思われる民間企業等に管理運営を委任します。原
則は公募とされていますが、条例の規定によって非公募
での指定も認められています。


